
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
水道管等に直結する流入口と、この流入口から流入した水道水を弁口を介して給水する流
出口と上記弁口を開閉する止水弁と、この止水弁を開閉操作するスピンドルと、上記弁口
に対して開口し上記スピンドルを螺入する挿入口とを備えた止水栓のキャップナットと上
記スピンドルを取り外して新たにシートパッキン付きのスピンドルを組み込み、新たに分
岐口を追加する分岐栓において、この新たに追加するスピンドルに上記弁口と上記分岐口
とを連絡する通路を形成すると共に上記分岐口の方向を上記挿入口の軸心に対し３６０度
任意の位置に設置できる構造に形成し、且つ上記分岐口にはワンタッチで接続可能なカプ
ラー接続部を取付けてなり、上記シートパッキンで上記弁口を開閉する

ことを特徴とする分岐栓。
【請求項２】
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と共に、上記分岐
口に、正逆方向に取付可能なセルフシール機構を設け、
　上記セルフシール機構は、正方向に取り付けた場合には上記カプラー接続部からカプラ
ー部が外れると自動的に止水する機構となり、逆向きに取り付けた場合には逆流防止する
機構となる

水道管等に直結する流入口と、この流入口から流入した水道水を弁口を介して給水する流
出口と上記弁口を開閉する止水弁と、この止水弁を開閉操作するスピンドルと、上記弁口
に対して開口し上記スピンドルを螺入する挿入口とを備えた止水栓のキャップナットと上
記スピンドルを取り外して新たにシートパッキン付きのスピンドルを組み込み、新たに分
岐口を追加する分岐栓において、この新たに追加するスピンドルに上記弁口と上記分岐口



【請求項３】

。
【請求項４】

。
【請求項５】

。
【請求項６】

。
【請求項７】

。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、主に家庭用のトイレ用器具の給水または、台所等の給水用の止水栓から分岐し
分岐口を追加する分岐栓に関し、例えば、用便後等に局部を洗浄できるようにした局部洗
浄装置等の分岐栓に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来の局部洗浄装置の分岐栓構造例を図１９に示す。便器本体１上に載置された局部洗浄
装置本体９に開閉可能な便座１０１と便蓋１０２が取り付けられ、便器本体１の後部には
ロータンク２が立設されており、トイレの側壁面または床面から給水管３が突設され、こ
の給水管６は水道管と接続されたものとなっており、給水管３に接続された止水栓４とロ
ータンク２へ給水するロータンク給水管６の間に分岐栓７を固定し、分岐栓７の出水孔と
局部洗浄装置本体９の入水孔に接続される配管１０を介して局部洗浄装置本体９に水道水
が供給される構成としている。
また、別の従来技術として、たとえば特開平９－１２５４７５公報に記載のように便器の
ロータンク２に給水する給水管６の途中に設けられた止水栓４のキャップを外して、替え
のスピンドルをねじ込むと共に分岐口付きの分岐栓本体７を取り付けて、給水管６を切断
すること無く分岐口８を追加し、局部洗浄装置９などの後付け機器の給水接続管１０を分
岐口８に接続することにより後付けで設置できるようにしたものがある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところが前者の従来技術では図２０で示すように、前記分岐栓７に対し配管１０は袋ナッ
ト９３を締め付けて連結されており、この袋ナット９３内にはパッキンをいれてシール性
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とを連絡する通路を形成すると共に上記分岐口の方向を上記挿入口の軸心に対し３６０度
任意の位置に設置できる構造に形成し、且つ上記分岐口にはワンタッチで接続可能なカプ
ラー接続部を取付けてなり、上記シートパッキンで上記弁口を開閉すると共に、上記分岐
口にセルフシール機構を設け、
　上記セルフシール機構は、上記分岐口内の途中に設けた弁口と、この弁口下流側に設け
たガイド穴と、このガイド穴に摺動自在に収納したケーシングと、このケーシングの底壁
に取り付けたバルブシートと、上記ケーシングの内部に上記底壁と対向する上壁に設けた
弁座と、上記ケーシングの内部に弁座方向に付勢された弁体とを有し、上記カプラー接続
部からプラグ部が外れた場合に、上記弁体が上記弁座に着座して自動的に止水し、一方、
上記流入口から流入する水道水が断水し負圧が生じた場合に、上記ケーシングのバルブシ
ートが上記隔壁の弁口を塞いで逆流を防止することを特徴とする分岐栓。

上記新たなスピンドルの雄ねじを上記挿入口の雌ねじに直接螺合することを特徴とする請
求項１又は請求項２記載の分岐栓

上記新たなスピンドルの雄ねじ部外周の一部を切り欠いて上記通路を形成したことを特徴
とする請求項３記載の分岐栓

分岐栓のキャップナットとして、取り外した止水栓の上記キャップナットを用いた請求項
１又は請求項２記載の分岐栓

上記カプラー接続部を塞ぐ止水蓋を備えたことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の
分岐栓

上記カプラー接続部には上記分岐栓に対して回転自在となる機構を設けたことを特徴とす
る請求項１又は請求項２記載の分岐栓付局部洗浄装置



を確保している。このように従来においては、袋ナット９３で分岐栓７に配管１０を接続
する必要があり、極めて狭いトイレ内の設置作業で工具を使ってこの袋ナット９３を締め
付ける作業時に、分岐栓７の位置まで両手を入れることが非常に困難であり、工具が回し
づらく作業が困難となる場合がある。また、袋ナット９３にはパッキンを入れる必要があ
り、工具を回しづらいため締め付け不足等の作業ミスをおこしやすく、さらに配管１０の
捻れ等の応力により袋ナット９３が使用中に緩み、漏水の事故に至る恐れがあるという問
題点があった。さらにトイレ内の清掃者が配管１０に接触し配管１０が分岐栓７より外れ
てしまう危険性もあった。トイレは密室であり１日のうち使用する累計時間は短く、夜中
等人が比較的使用しない時間帯に漏水が発生してしまうとトイレの床面や階上トイレの場
合は階下漏水にまで至り、トイレ内だけでなく家屋全体に甚大なる被害をもたらしていた
。
これは後者の従来技術も同様で、このような構成においては、分岐栓本体７を止水栓本体
４に直接ねじ込んでいるので分岐口８がどの方向に向くのか特定できず、分岐口８に接続
する後付け機器の設置位置によっては給水接続管１０が折れ曲がったりする上、分岐口８
と給水接続管１０との接続構造も袋ナット締めなので、スパナなどの専用工具を用いて給
水接続管を接続する際に分岐栓本体７に無理な力が加わって、分岐栓本体７が回転し給水
接続管１０が折れ曲がる不都合を生じる。
【０００４】
しかも後付け機器の給水接続管１０としてフレキシブルチューブが用いられることが多く
、従来の分岐栓では接続の際に給水接続管１０が折れ曲がったり捩じれて給水接続管１０
内の通水面積が絞られて後付け機器に充分に給水できないばかりでなく、屈曲部分にひび
が入ってフレキシブルチューブが破れたりし、重大な漏水事故を引き起こすことがある。
【０００５】
そこで本発明は、接続に際し、後付け機器の給水接続が屈曲したり捩じれたりすること無
く簡単に接続できるようにすることを目的とし、設置作業が困難であった分岐栓と配管の
接続作業を工具を使用することなく極めて容易に片手で行うことができ、また、使用者の
操作間違い等で配管が分岐栓から外れてしまった場合でも漏水事故を防ぐことができる安
全装置を有した分岐栓及び分岐栓付局部洗浄装置を提供することを目的とする。その第１
の要旨は、水道管からの給水を分岐栓部から配管を通し便器本体上の局部洗浄装置へ導入
する分岐栓付局部洗浄装置において、前記配管の連結部にプラグ部を有し、前記分岐栓の
連結部には前記配管のプラグ部が挿入されるだけで嵌合且つシールされる構造を有するカ
プラを備えたことである。これにより分岐栓と配管の接続がワンタッチで且つ片手作業が
可能となる。第２の要旨は、前記配管と前記分岐栓の連結部が外れた時に水道管からの給
水を止水する自閉弁を前記分岐栓の分岐口に備えたことである。これにより分岐栓と配管
の接続部がいかなる理由で外れる事態に至っても水道管からの給水を分岐栓の自閉弁が常
に止水するため漏水事故を防止することが可能であり、トイレ内や家屋の損傷を防ぐこと
ができる。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明の分岐栓は、水道管等に直結する流入口と、この流入口から流入した水道水を弁口
を介して給水する流出口と、弁口を開閉する止水弁と、この止水弁を開閉操作するスピン
ドルと、弁口に対して開口しスピンドルを螺入する挿入口とを備えた止水栓のキャップナ
ットとスピンドルを取り外して新たにシートパッキン付きのスピンドルを組み込み、新た
に分岐口を追加する分岐栓において、この新たに追加するスピンドルに弁口と分岐口とを
連絡する通路を形成すると共に分岐口の方向を挿入口の軸心に対し３６０度任意の位置に
設置できる構造に形成し、且つ分岐口にはワンタッチで接続可能なカプラー接続部を取付
けて、シートパッキンで弁口を開閉する構成にしている。
【０００７】
このように構成することで、後付けで新たに接続する機器の設置位置に合わせた向きに分
岐口を向けることができて給水接続管の屈曲を防止できる上、分岐口と分岐給水管との接
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続構造もカプラーによるワンタッチ接続なので、接続が簡単であるのみならず給水接続管
が管の軸方向に対しても回転し得て給水接続管の捩じれも吸収出来るをもって、給水接続
管を分岐栓に接続した際に給水接続管に無理な力が加わることが無い。
【０００８】
　

が外
れると自動的に止水する機構となる。 カプラー接続で給水接続管を簡単に着
脱できる様になって給水接続管を誤って外すようなことが生じ易くなるが、万一外れたと
してもセルフシール機構によって水が噴出することを防止できる。
【０００９】
　又、 万
一断水し負圧が生じたとしても後付け機器からの汚水の逆流が阻止される。
【００１０】
　また、

セルフシール機構と逆流防止機構を兼用して設置する
、その分コンパクトになり且つコストも安くなる。

【００１１】
更に又、新たなスピンドルの雄ねじを止水栓の挿入口の雌ねじに直接螺合するのが部品点
数が少なくてすみ、しかも取付が容易になり、好ましい。
【００１２】
又、新たなスピンドルの雄ねじ部外周の一部を切り欠いて通路を形成すれば、通路面積を
広く確保できしかも加工が容易で好ましい。
【００１３】
分岐栓のキャップナットとして、取り外した止水栓のキャップナットを用いれば、コスト
ダウンになると共に省資源にもなる。
【００１４】
カプラー接続部を塞ぐ止水キャップを備えれば、輸送中或いは分岐取出し口を使用しない
場合にこの部分を止水蓋で塞いでおくことで、異物の侵入を防ぐことが出来る。
【００１６】
【発明の実施の形態】
図１～図４は本発明の第１実施例で、図１は便器にセットした状態を示し、便器本体１の
後方にロータンク２が設置され、水道管等の給水管３に直結する止水栓４の流出口５に接
続された供給管６を経由してロータンク２に給水される。
【００１７】
７はこの止水栓４に後付けされた分岐栓であり、この分岐栓７を取り付けることによって
生じる分岐口８には後付け機器、この例では局部洗浄装置９の給水接続管１０がワンタッ
チ接続されている。
【００１８】
この分岐栓７取付け前の止水栓４は周知のもので、例えば図１４に示すように給水管３と
直結する流入口１１に対向してスピンドル１２が螺入される挿入口１３を流入口１１と同
軸上に開設し、かつこの挿入口１３と流入口１１とを区画する隔壁１４に弁口１５を開設
している。
【００１９】
この弁口１５の下流側には上記軸と直交して流出口５が設けられ、この流出口５にはロー
タンク２への供給管６が袋ナット１６で接続されている。
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さらに、分岐口には正逆方向に取付可能なセルフシール機構を設けている。そして、こ
のセルフシール機構は、正方向に取り付けた場合にはカプラー接続部からカプラー部

したがって、

セルフシール機構は、逆向きに取り付けた場合には逆流防止する。したがって、

セルフシール機構に、分岐口内の途中に設けた弁口と、この弁口下流側に設けた
ガイド穴と、このガイド穴に摺動自在に収納したケーシングと、ケーシングの底壁に取り
付けたバルブシートと、ケーシングの内部に底壁と対向する上壁に設けた弁座と、ケーシ
ングの内部に弁座方向に付勢された弁体とを設け、カプラー接続部からプラグ部が外れた
場合に、弁体が弁座に着座して自動的に止水し、一方、流入口から流入する水道水が断水
し負圧が生じた場合に、ケーシングのバルブシートが隔壁の弁口を塞いで逆流を防止する
ようにしている。このように、 こと
により



【００２０】
スピンドル１２はその先端にシートパッキン１７が取り付けられ中途部外周には挿入口１
３内周に刻設された雌ねじ１７に螺合する雄ねじ１８が設けられ、その後端は挿入口１３
外周に刻設された雄ねじ１９に螺合し挿入口１３を塞ぐキャップナット２０の貫通口２１
を通して外部に突出してハンドル２２が取り付けられている。尚２３は挿入口１３とキャ
ップナット２０の間に装着されたパッキンである。
【００２１】
而して、ハンドル２２を回転することによりスピンドル１２が、その雄ねじ１８が挿入口
１３内周の雌ねじ１７に案内されて弁口１５に接離し、止水栓の弁部Ａが開閉する。
【００２２】
図２は、図１４に示し従来技術の止水栓４からキャップナット２０、パッキン２３、スピ
ンドル１２などを取り外して、挿入口１３に本発明の分岐栓７を装着した状態を示してい
る。
【００２３】
分岐栓本体２４は筒状体を屈曲した略Ｌ字状に形成され、その一端にはフランジ２５を備
えた連結管２６がねじ込まれており、このフランジ２５に袋ナット２７が回転自在に掛止
されこの袋ナット２７でもって止水栓４の挿入口１３外周の雄ねじ１９に螺合接続されて
いる。
【００２４】
又、分岐栓本体２４の他端には、先端にカプラー接続部２８が取り付けられ内部にセルフ
シール機構２９を組み込んだブッシュ３０がねじ込まれており、これらにより給水取出し
口部８が形成されている。
【００２５】
３１は新たに設けられるスピンドルであり、その先端には弁口１５を開閉するシートパッ
キン３２を固着するとともに中途部外周には挿入口１３内周に刻設された雌ねじ１７に螺
合する雄ねじ３３が設けられ、他方に延びる軸部３４は連結管２６内を間隙３５を有する
ように挿通して伸び、その先端部は段部３６を介して縮径された細径部３７となっており
、この細径部３７が分岐栓本体２４の貫通孔３８より突出露呈している。
【００２６】
そしてこの細径部３７端面にはドライバーなどの工具が係合する溝部３９が設けられ、ス
ピンドル３１を回転することによりその雄ねじ３３が挿入口１３内周の雌ねじ１７に案内
されて先端のシートパッキン３２が弁口１５に接離し、止水栓４の弁部Ａが開閉する。
【００２７】
尚、スピンドル３１を回転してシートパッキン３２が弁口１５より離れる方向に移動させ
た場合、スピンドル３１の段部３６が貫通孔３８周縁に当接しそれ以上の移動が阻止され
、シートパッキン３２部分が挿入口１３を塞ぐことを防止している。
【００２８】
又、このスピンドル３１にはその内部に軸方向に通水穴４０が設けられると共に通水穴４
０の両側には径方向に夫々通孔４１が開設され、これら通水穴４０、通孔４１を介して弁
口１５と給水取出し口部８とが連通している。即ちこれら通水穴４０、通孔４１で通路を
形成している。
【００２９】
セルフシール機構２９は、出口側開口部に弁座４２が設けられた筒状ケーシング４３内に
弁体４４が常時弁座４２を閉じる方向にばね４５で付勢された状態で内蔵されており、こ
の筒状ケーシング４３をブッシュ３０内にＯリング４６で水密状に嵌入装着している。
【００３０】
カプラー接続部２８は特開平１０－１８５０５６号公報に見られるような従来公知の構造
であり、スリーブ４７が前進することにより施錠子４８の遠心方向への移動を抑止して施
錠子４８が給水接続管１０先端のプラグ部４９の係合部５０に係合することにより給水接
続管１０が接続され、スリーブ４７が後退して施錠子４８の遠心方向への抑止を解除する
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ことにより施錠子４８と給水接続管１０先端のプラグ部４９の係合部５０との係合が外れ
て給水接続管１０を外すことが出来る。
【００３１】
給水接続管１０先端のプラグ部４９先端には図３に示すように突部５１が設けられており
、図４に示す如くプラグ部４９をカプラー接続部２８に挿入することによりこの突部５１
先端がセルフシール機構２９の弁体４４に当接して弁体４４を弁座４２から引き離し通水
状態になり、プラグ部４９がカプラー接続部２８より外れると弁体４４がばね４５で弁座
４２に押し付けられ止水状態になる。
【００３２】
而して、後付けの局部洗浄装置９を便器本体１に据え付けるには、給水本管の元栓（図示
せず）を閉じてから、既存の止水栓４からキャップナット２０、パッキン２３、スピンド
ル１２などを取り外した後、新たなスピンドル３１を挿入口１３より挿入し挿入口１３内
周に刻設された雌ねじ１７に雄ねじ３３をシートパッキン３２が弁口１５に当接するまで
螺合させて、スピンドル３１を止水栓４に取り付ける。
【００３３】
しかる後、分岐栓本体２４を、その給水取出し口部８を適切な方向に向くようにしながら
、連結管２６のフランジ２５に回転自在に掛止された袋ナット２７を止水栓４の挿入口１
３外周の雄ねじ１９に螺合して、分岐栓本体２４を止水栓４と接続する。
【００３４】
ついで、局部洗浄装置９の給水接続管１０をその先端のプラグ部４９を給水取出し口部８
のカプラー接続部２８に挿入し、施錠子４８がプラグ部４９の係合部５０に係合すると共
にスリーブ４７が前進して施錠子４８の遠心方向への移動を抑止してプラグ部４９の抜け
止めが図られ、給水接続管１０と給水取出し口部８との接続が完了する。
【００３５】
勿論、プラグ部４９先端の突部５１が、プラグ部４９をカプラー接続部２８に挿入するこ
とによりセルフシール機構２９の弁体４４に当接して弁体４４を弁座４２から引き離すの
で通水状態になる。
【００３６】
その後、給水本管の元栓（図示せず）を開き、ドライバーなどの工具をスピンドル３１の
溝部３９に係合してスピンドル３１を回転しシートパッキン３２を弁口１５から引き離す
ことで止水栓の弁部Ａが開き、ロータンク２や局部洗浄装置９に給水される。
【００３７】
図５は本発明の第２実施例であり、この実施例では第１実施例におけるセルフシール機構
２９を給水取出し口部８のブッシュ３０に逆向きに取り付けて逆流防止機構Ｂとして用い
た例を示している。
【００３８】
即ちセルフシール機構２９を逆向きに取り付ると、弁体４４は、ばね４５で常時上流側に
位置する弁座４２に付勢されているが、通水時には水圧により弁体４４がばね４５に抗し
て下流側に押され弁座４２から離隔して弁が開く。
【００３９】
万一、断水し負圧が生じると、弁体４４がばね４５で付勢されて弁座４２に着座し逆流防
止機構Ｂの弁が閉じ、局部洗浄装置９からの汚水の逆流が阻止される。
【００４０】
一般に、ロータンク２へはボールタップ等でエアーギャップを設けているので断水が生じ
負圧が生じてもロータンク２内の水が逆流することはないが、後付け機器は水道と直結さ
れることが多く分岐栓７の給水取出し口部８に逆流防止機構Ｂを設けておくのが好ましい
。
【００４１】
図６は本発明の第３実施例であり、この実施例ではセルフシール機構２９と逆流防止機構
Ｂとを兼用して用いた例を示している。
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【００４２】
即ち、分岐栓本体２４の出口部５２途中に隔壁５３を設け、この隔壁５３に弁口５４を開
設すると共に、弁口５４下流側にセルフシール機構２９の筒状ケーシング４３を水密状に
摺動自在に収納するガイド穴５５を開設し、その下流側に第１実施例と同様のカプラー接
続部２８を設けている。
【００４３】
また、筒状ケーシング４３の底壁５６にバルブシート５７を取り付けると共に周壁５８に
流入口５９を開設し、その内部には底壁５６と対向する上壁６０に設けた弁座４２と、弁
体４４と、この弁体４４を常時弁座４２方向に付勢するばね４５が設けられている。
【００４４】
一方ガイド穴５５の途中に周溝６１が設けられておりこの周溝６１に止め輪６２が装着さ
れる。
【００４５】
そして、ガイド穴５５にまず筒状ケーシング４３を装着し、次いで筒状ケーシング４３の
上壁６０と止め輪６２との間にばね６３を介在させて止め輪６２を周溝６１に装着し、筒
状ケーシング４３底壁５６のバルブシート５７を隔壁５３の弁口５４周縁に当接させる。
【００４６】
而して、カプラー接続部２８に給水接続管１０のプラグ部４９を挿入しない状態において
は、水圧により筒状ケーシング４３がばね６３の力に抗して移動しバルブシート５７が弁
口５４から離れる。
【００４７】
しかしながら、筒状ケーシング４３内の弁体４４がばね４５で押され弁座４２に着座して
いるので、筒状ケーシング４３の周壁５８の流入口５９を通過した水は該部で止水される
。
【００４８】
この状態で給水接続管１０のプラグ部４９をカプラー接続部２８に挿入すると、プラグ部
４９先端の突部５１がセルフシール機構２９の弁体４４に当接して弁体４４を弁座４２か
ら引き離すので、水は弁口５４、流入口５９、弁座４２を経由して給水接続管１０に至り
、局部洗浄装置９などの後付け機器に給水される。
【００４９】
万一、給水接続管１０のプラグ部４９がカプラー接続部２８から外れたとしても先端の突
部５１の弁体４４への当接状態が解除され、弁体４４が弁座４２に着座するので、水がカ
プラー接続部２８から噴出することが無い。
【００５０】
又、給水接続管１０を接続した状態において断水し負圧が生じると、筒状ケーシング４３
がばね６３で付勢されてガイド穴５５に沿って移動し、底壁５６に設けたバルブシート５
７が隔壁５３の弁口５４を塞ぎ、局部洗浄装置９からの汚水の逆流が阻止される。
【００５１】
即ちこの実施例では、セルフシール機構２９は逆流防止機構Ｂを兼用しており、コンパク
トでコストを安く実現できる。
【００５２】
尚、この実施例においては、新たに設けられるスピンドル３１の雄ねじ３３の一部に図７
及び図８に示すように切欠き６４を設け、挿入口１３の雌ねじ１９との間に通路６５を形
成している。
【００５３】
この様に雄ねじ３３外周の一部を切り欠いて通路６５を形成すれば、通路面積を広く確保
でき、しかも加工が容易で安価に製作できる。
【００５４】
又、この実施例においては図９に示すように、袋ナット２７をパッキン６６を介して止水
栓４の挿入口１３外周の雄ねじ１９に螺合接続した際に、分岐栓本体２４に固着された連
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結管２６のフランジ２５と袋ナット２７の段部６７との間に隙間６８をもたせると共に、
袋ナット２７と連結管２６との間にＯリング６９を介在させることにより、分岐栓本体２
４と止水栓４とを回転自在に連結している。
【００５５】
この様に構成することで、後付け機器の取付け位置を気にすること無く分岐栓本体２４を
止水栓４に袋ナット２７接続した後、給水接続管１０をカプラー接続部２８に接続すれば
、分岐栓本体２４が給水接続管１０の撓みを吸収する方向に自然回転し、給水接続管１０
の屈曲を防止できる。
【００５６】
図１０、図１１、図１２は本発明の第４実施例であり、この実施例ではカプラー接続部２
８の抜け止めとして、板状のクリップ７０を用いたものである。
【００５７】
この実施例においては、ブッシュ３０は両端を開口し中途部に弁口７１を開けた隔壁７２
を有する円筒状に形成され、一方の開口端部７３は分岐栓本体２４の出口側接続部７４に
接続し、他方の開口側、即ちカプラー接続部２８の端部外周にはフランジ部７５が設けら
れている。
【００５８】
Ｌ字状の分岐栓本体２４の止水栓４との接続構造は第３実施例と同様であるが、止水栓４
との接続部と対向する側は止水栓４のキャップナット２０、パッキン２３、座金７６がそ
のまま利用できるように止水栓４の形状と略同じ形状に形成され、且つ新たに取り付ける
スピンドル３１の軸部３４外径は止水栓４のスピンドル１２軸部外径と同じに形成されて
おり、キャップナット２０と開口部７７端面との間に座金７６及びパッキン２３が装着さ
れてスピンドル３１の軸部３４先端がキャップナット２０より突出している。
【００５９】
又、スピンドル３１の軸部３４途中には止め輪７８が設けられており、スピンドル３１を
回転して止水栓４の弁部Ａを開けたとき、スピンドル３１先端のシートパッキン３２の取
付け部分が挿入口１３を塞がないよう先に止め輪７８が座金７６に当たるようにしている
。
【００６０】
分岐栓本体２４の出口側接続部７４内周面には段部７９が設けられ、この段部７９に、ば
ね受けを兼ねた弁体ガイド８０が係止されている。
【００６１】
そしてセルフシール機構２９の弁体４４はその軸８１が弁体ガイド８０に摺動自在に保持
した状態で弁体４４と弁体ガイド８０との間にばね４５を取り付け、弁体４４をブッシュ
３０の隔壁７２に当接させて弁口７１をシールすると共に弁体４４先端を弁口７１より突
出せしめている。
【００６２】
給水接続管１０のプラグ部４９先端には図１１に示すような矢羽部材８２を嵌入して形成
した突部５１を有する差込管部８３と、差込管部８３に連なる鍔部８４とが設けられてい
る。
【００６３】
クリップ７０は帯材を折り曲げて断面Ω字状に形成され、半円状の２つの円弧部８５と、
円弧部８５の一端同志を連結する連結部８６と、連結部８６の他端は外向きに開いた拡開
部８７を備え、円弧部８５にはフランジ部７５と鍔部８４の厚さより僅かに幅広の切り欠
き窓８８が設けられている。
【００６４】
而して、給水接続管１０のプラグ部４９をカプラー接続部２８に挿入し、鍔部８４とフラ
ンジ部７５を近接せしめた状態でクリップ７０を拡開部８７側から弾性を利用して押し込
み、円弧部８５の切り欠き窓８８に鍔部８４とフランジ部７５を挟着固定することにより
プラグ部４９のカプラー接続部２８よりの軸方向の移動を規制し抜け止めを行う。勿論、
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プラグ部４９はカプラー接続部２８に対し軸方向の回転は可能である。
【００６５】
この状態において、プラグ部４９先端の矢羽部材８２が弁口７１より突出した弁体４４先
端に突き当たって弁体４４を弁口７１より押し上げ、弁口７１を開く。
【００６６】
万一、プラグ部４９がカプラー接続部２８より外れても弁体４４がばね４５によって弁体
４４を弁口７１に押し付けこれを塞ぐので、漏水が阻止される。
【００６７】
図１３は本発明の第５実施例であり、この実施例ではカプラー接続部２８を塞ぐ止水蓋８
９を備えたものである。
【００６８】
この例においては、紐又は帯などの連結部材９０の一端を分岐栓本体２４の流出口側外周
に巻回すると共に他端を止水蓋８９の軸部９１に巻回し、分岐栓本体２４と止水蓋８９と
が外れない様に連結している。
【００６９】
止水蓋８９の軸部９１は、その長さはセルフシール機構２９の弁体４４には当接はしない
が、カプラー接続部２８のシール部材９２、９３に嵌まり込む長さに設定されると共に中
途部にカプラー接続部２８の施錠子４８への係合部５０が設けられており、出荷時にカプ
ラー接続部２８に装着しておくことでカプラー接続部２８内に異物が入り込むことを塞い
でいる。
【００７０】
又、局部洗浄装置９などの後付け機器をすぐには設置しない場合や後付け機器が故障して
取り外す場合などにおいては、止水蓋８９をカプラー接続部２８に装着しておくことで、
セルフシール機構２９とこの止水蓋８９で２重に漏水防止が図れる。
【００７１】
勿論、局部洗浄装置９などの後付け機器が故障して取り外した場合においても、止水栓４
の弁部Ａは開けたままに出来るので、ロータンク２への給水は継続でき、特にセルフシー
ル機構２９を備えていない分岐栓７では有効である。
【００７２】
以下、本発明の第６実施例を添付図面に基づいて説明する。図１５は、局部洗浄装置の外
観斜視図、図１６は配管を接続する前の分岐栓の断面図、図１７は配管１０とカプラ接続
部２８との接続を説明する断面図である。
【００７３】
図１５において、４は止水栓、７は分岐栓、１０は接続配管、１０１は便座、１０２は便
蓋、１０３は局部洗浄用ノズル、１０４は便座１０１に座した使用者を検知するための着
座センサ、１０５は局部洗浄装置９を便器１に脱着自在にするため便器１に取付けられる
ベースプレート、１０６は便器１の便座取付孔（図示無）内に挿入される取付のためのゴ
ムブッシュ、１０７は座金、１０８はゴムブッシュ１０６内に内蔵されたナットに対し螺
着してゴムブッシュ１０６を便座取付孔（図示無）よりも大きく変形させベースプレート
１０５を便器１へ挟着固定するボルト、１０９は凍結時などに局部洗浄装置９の配管内の
水を抜くための水抜き栓、１１０は便座１０２へ電力を供給するための便座コード、１１
１は局部洗浄装置９へ電力を供給するための電源コード、１１２は感電を防止するための
アース線、１１３は家庭用コンセントに差し込まれるプラグ、１１４は局部洗浄装置９を
ベースプレート１０５から取り外すための本体着脱ボタンである。トイレの壁面等に埋設
された図示しない水道管と接続された給水管３がトイレの側壁面または床面から突設され
、給水管３に接続された止水栓４に分岐本体部７ａが袋ナット１６で固定接続されており
、分岐継手部７ｂを介して配管１０との連結部となるカプラ接続部２８が設けられている
。分岐本体部７ａの上面にはロータンク給水管６との接続を可能とするためのネジ部７ｃ
が構成されている。分岐本体部７ａと分岐継手部７ｂとはブッシュ７ｅで固定されている
が、ブッシュ７ｅと袋ナット７ｄはブッシュ７ｅに形成されている鍔部７ｆによって摺動
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可能な構造で接続されており、さらにＯリング７ｇでシールされている。またカプラ接続
部２８は分岐継手部７ｂと螺合されており、これにより配管１０との連結部であるカプラ
接続部２８は分岐本体部７ａ、即ち止水栓４に対して回転自在な構造となる。
【００７４】
このように本例では、分岐栓７と配管１０が止水栓４に対して回転自在となり、接続作業
中に発生する応力が止水栓４や分岐栓９に伝わることは全く無くなり、また、分岐栓７の
連結部を作業者の意図する方向に変えられるため狭いトイレ内の接続作業が容易となる。
さらに、配管１０をフレキシブルチューブで構成して便器本体１から局部洗浄装置９を自
由な位置に取り外して掃除するような場合もある（後述）が、そのような場合に発生する
チューブの捻れによる応力も分岐栓７や止水栓４に加わることを防ぐことができる。
【００７５】
配管１０とカプラ接続部２８の嵌合を図１７で示す。前記配管１０の端部には前記カプラ
接続部２８と嵌合且つシールするためのプラグ４９を設けている。図１７の左半断面はプ
ラグ４９を嵌合する前の状態を示し、右半断面は嵌合後の状態を示す。嵌合前において、
前記カプラ接続部２８のスリーブ４７を介してロック部４８を内周方向にバネ４８ａの力
で押しつけ、さらにロック部４８が内周方向に移動しないようにバネ４８ｂの力で位置決
めされたカラー４８ｃでロック部４８を保持している。カプラ接続部２８内部にはプラグ
４９と同軸上にセルフシール機構である自閉弁２９が設けられており、自閉弁２９に保持
されたパッキン４４がバネ４５の力及び水道水の給水圧により弁座４２でシールされ水道
水を止水している。配管１０の嵌合において、プラグ４９をカプラ接続部２８に挿入する
と、プラグ４９の溝部４９ａを構成している突起部４９ｂが前記カプラ接続部２８内部の
カラー４８ｃを前記プラグ４９の挿入方向に移動させ、前記ロック部４８がバネ４８ｂの
力により内周方向に移動し前記プラグ４９の溝部４９ａにはまり込み、カプラ接続部２８
とプラグ４９が嵌合される。また、カプラ接続部２８内にはＯリング２８ａが設けられて
おり、プラグ４９の平滑面部４９ｃにてシールすることができる。さらに、プラグ４９の
先端に設けられた開弁ブッシュ（突部）５１が前記自閉弁２９を分岐継手部７ｂ側へ押す
ことにより開弁し、水道水がプラグ４９側へ通水することができる。また、配管１０の取
り外しにおいては、カプラ接続部２８のスリーブ４７をプラグ４９を嵌合する前の位置に
戻すことにより、前記バネ４８ｂの力によりロック部４８がプラグ４９の溝部４９ａから
外れ、プラグ４９がカプラ接続部２８より外れる。さらに、プラグ４９が外れることによ
り、自閉弁２９がバネ４４及び水道水の給水圧により閉弁し、自閉弁２９に保持されたパ
ッキン４５と弁座４２にてシールされ水道水を止水する。このように本例では、プラグ４
９をカプラ接続部２８に挿入するだけで配管１０と分岐栓７を嵌合且つシールすることが
可能であり、極めて狭いトイレ内では非常に作業であった配管１０と分岐栓７の連結作業
が簡便且つ確実となり、さらに分岐栓７内部に設けられた自閉弁２９によりいかなる理由
で万が一配管１０が分岐栓７より外れた場合でも水道水の漏水を防ぐことができる。さら
に、配管１０の連結部であるプラグ４９と分岐栓７の連結部であるカプラ接続部２８のシ
ールがプラグ４９の平滑面部４９ｃとカプラ接続部２８のＯリング２８ａのみで構成可能
となっており、プラグ４９はカプラ接続部に対して軸中心に回転することが可能であり、
前述したように、配管１０をフレキシブルチューブとした場合でも、接続作業中に発生す
る捻れの応力や便器本体１から局部洗浄装置９を自由な位置に取り外して掃除する場合に
発生する捻れの応力が分岐栓７や止水栓４へ加わることを防ぐことができる。
【００７６】
また、カプラ接続部２８のスリーブ４７を操作するのみで配管１０を分岐栓７から取り外
すことができ且つ自閉弁２９の作用によりカプラ接続部２８内にて水道水を止水するため
、図１６で示すように給水管３を介して図示しない水道管と連結した止水栓４のスピンド
ル部１２を回動して止水栓４において水道水の止水を行うことなく局部洗浄装置９への水
道水の給水を止水することが可能である。即ち、局部洗浄装置９から漏水事故が発生した
場合等、局部洗浄装置９への水道水の給水は止水し、ロータンク２への給水のみを行いた
い場合でもカプラ接続部の自閉弁２９により可能となる。
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【００７７】
カプラ接続部の弁座４２と分岐継手部７ｂは脱着可能に螺合され、自閉弁２９は分岐継手
部７ｂと弁座４２で保持されている。こうすることにより、カプラ接続部２８を回動して
分岐継手部７ｂから取り外し、自閉弁２９に付着した異物、ゴミ等を容易に取り除くこと
ができる。また、水道水の異物やゴミ等を取り除くための図示しないフィルタを止水栓に
取り付ける場合においては弁座４２と分岐継手部７ｂを一体で構成することができ、意匠
性に優れ且つ安価なカプラ接続部２８を備えた分岐栓４を提供することも出来る。さらに
、カプラ接続部２８の弁座４２と分岐継手部７ｂは脱着可能に螺合され、且つ自閉弁２９
を弁座４２のみで保持することにより汎用性に優れた自閉弁２９を備えた分岐栓４用のカ
プラ接続部２８を提供することもできる。
【００７８】
図１８は便器１に対し脱着自在な局部洗浄装置９の脱着機構を説明する平面図である。図
において、１０５ａはベースプレート１０５の２個所に設けた取付凹部、１１４ａは着脱
ボタン１１４の２個所に設けた係合凸部、１１４ｂは取付凹部１０５ａと係合凸部１１４
ａとの係合を保持させるための保持ばねである。なお、図１５に示すように取付凹部１０
５ａが設けられる部分は上方に突出した突出部１０５ｂとなっており、局部洗浄装置９の
裏側にはこの突出部１０５ｂに対応する凹部が設けられている。局部洗浄装置９を取付け
る際には、この突出部との凹凸関係で後方にスライドさせることで係合凸部１１４ａが取
付凹部１１５ａにロックされ、局部洗浄装置９はベースプレート１０５を介して便器１に
取付けられる。着脱ボタン１１４を保持ばね１１４ａに抗して押すことで係合凸部１１４
ａと取付凹部１１５ａとの係合関係を解除し、前方にスライドさせることで局部洗浄装置
９を便器１から取り外すことが可能となる。
【００７９】
なお、本例は一般的な水圧用カプラにて一例を示したが、一般的な油圧用のカプラを用い
ても良く、配管の連結部であるプラグと嵌合するためのロック部１９の形状は爪状突起や
球状やワイヤー等でも良く、また、前記プラグと前記カプラにシール部材はシングルＯリ
ングで示したが、ダブルＯリングやＶパッキン又はＯリングとＶパッキンの併用でも構成
可能である。
【００８０】
本発明は、上述の実施例に限定されること無く、種々の変形が可能であり、給水取出し口
部に定流量弁や水撃吸収装置を設けたり、真空破壊弁を設けても良い。
【００８１】
又、後付けする機器も局部洗浄装置のほか、食器洗浄装置、口腔洗浄装置、浄水器、イオ
ン水生成装置、小型電気温水器、洗濯機などにも実施できる。
【００８２】
【発明の効果】
　本発明は以上のように構成し、新たに接続する機器の設置位置に合わせた向きに分岐口
を向けることが出来、しかも分岐口と分岐給水管との接続構造もカプラーによるワンタッ
チ接続なので、給水接続管の屈曲を防止できる上、給水接続管が管の軸方向に対しても回
転し得て給水接続管の捩じれも吸収出来ることをもって、給水接続管を分岐栓に接続した
際に給水接続管に無理な力が加わることが無い。

【００８３】
　本発明の請求項２のように、
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さらに、分岐口には正逆方向に取付可能
なセルフシール機構を設けている。そして、このセルフシール機構は、正方向に取り付け
た場合にはカプラー接続部からカプラー部が外れると自動的に止水する機構となる。した
がって、カプラー接続で給水接続管を簡単に着脱できる様になって給水接続管を誤って外
すようなことが生じ易くなり、万一外れたとしてもセルフシール機構によって水が噴出す
ることを防止できる。又、このセルフシール機構は、逆向きに取り付けた場合には逆流防
止するとなる。したがって、万一断水し負圧が生じたとしても後付け機器からの汚水の逆
流が阻止される。

セルフシール機構を止水機能と逆流防止機能を兼用したセ



【００８４】
　本発明の請求項３のように、

【００８５】
　本発明の請求項４のように、

【００８６】
　本発明の請求項５のように、

【００８７】
　本発明の請求項６のように、

【００８８】
　本発明の請求項７のように、

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例を示す外観斜視図。
【図２】本発明の第１実施例を示す分岐栓の断面図。
【図３】本発明の第１実施例を示す給水接続管の外観図。
【図４】本発明の第１実施例を示す分岐栓の要部の断面図。
【図５】本発明の第２実施例を示す要部の断面図。
【図６】本発明の第３実施例を示す要部の断面図。
【図７】本発明の第３実施例を示す後付けするスピンドルの外観斜視図。
【図８】本発明の第３実施例を示す後付けするスピンドルの別の外観斜視図。
【図９】本発明の第３実施例を示す要部の拡大断面図。
【図１０】本発明の第４実施例を示す外観斜視図。
【図１１】本発明の第４実施例を示す要部の断面図。
【図１２】本発明の第４実施例を示す要部の斜視図。
【図１３】本発明の第５実施例を示す要部の一部断面図である。
【図１４】本発明の新たなスピンドル取付前の状態である、従来構造の止水栓の断面図。
【図１５】本発明の第６実施例の局部洗浄装置を示す外観斜視図。
【図１６】本発明の第６実施例を示す、配管を接続する前の分岐栓の断面図。
【図１７】本発明の第６実施例を示す、配管とカプラ接続部との接続を説明する断面図。
【図１８】本発明の第６実施例において、便器に対し脱着自在な局部洗浄装置の脱着機構
を説明する平面図。
【図１９】従来の局部洗浄装置の分岐栓構造例を示す斜視図。
【図２０】図１９の分岐栓の拡大図。
【符号の説明】
Ａ…止水栓の弁部
Ｂ…逆流防止機構
４…止水栓
５…流出口
７…分岐栓
８…給水取出し口部
９…局部洗浄装置（第２の給水装置）
１１…流入口
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ルフシール機構とすると、その分コンパクトになり且つコストも安くなる。

新たなスピンドルの雄ねじを止水栓の挿入口の雌ねじに直
接螺合すればその分部品点数が少なくてすみ、しかも簡単に取付けることが出来る。

新たなスピンドルの雄ねじ部外周の一部を切り欠いて通路
を形成すれば、通路面積を広く確保できしかも加工が容易で安価に製造出来る。

分岐栓のキャップナットとして、取り外した止水栓のキャ
ップナットを用いれば、コストダウンになると共に省資源にもなる。

カプラー接続部を塞ぐ止水蓋を備えれば、輸送中或いは分
岐取出し口を使用しない場合にこの部分を止水蓋で塞いでおくことで、異物の侵入を防ぐ
ことが出来る。

上記カプラー接続部に上記分岐栓に対して回転自在となる
機構を設ければ、給水接続管が管の軸方向に対しても回転し得て給水接続管の捩じれも吸
収出来るをもって、給水接続管を分岐栓に接続した際に給水接続管に無理な力が加わるこ
とが無い。



１２…スピンドル
１３…挿入口
１５…弁口
１７…雌ねじ（挿入口）
２０…キャップナット
２８…カプラー接続部
２９…セルフシール機構（閉止手段）
３１…スピンドル
３２…シートパッキン
４０…通水穴（通路）
４１…通孔（通路）
５１…開弁ブッシュ（開放手段）
６４…切欠き
６５…通路
８９…止水蓋
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】
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